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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第41期

第２四半期
連結累計期間

第42期
第２四半期
連結累計期間

第41期

会計期間
自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日

自 令和５年４月１日
至 令和５年９月30日

自 令和４年４月１日
至 令和５年３月31日

売上高 （百万円） 16,423 19,580 38,606

経常利益 （百万円） 510 778 1,753

親会社株主に帰属する

四半期（当期)純利益
（百万円） 322 525 1,098

四半期包括利益又は

包括利益
（百万円） 325 529 1,108

純資産額 （百万円） 8,679 9,776 9,408

総資産額 （百万円） 15,299 16,427 16,929

１株当たり

四半期(当期)純利益
（円） 119.19 194.49 406.51

潜在株式調整後１株当たり

四半期(当期)純利益
（円） - - -

自己資本比率 （％） 56.2 59.0 55.1

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 549 △266 1,831

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △349 △398 △710

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △470 △389 △771

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） 796 362 1,416
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回次
第41期

第２四半期
連結会計期間

第42期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 令和４年７月１日
至 令和４年９月30日

自 令和５年７月１日
至 令和５年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 77.01 103.25

（注）１. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績の分析

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、物価高や資源価格の高騰、国際情勢の緊張など、引き続き不

透明な状況が続いておりますが、新型コロナウイルスの「５類」移行に伴う経済活動の正常化、インバウンド消費

の回復などを背景に、景気は緩やかな回復基調が続きました。

このような経済状況の中、IT分野においては、法改正への対応、ルーティン業務の効率化、コスト削減を目的と

したデジタル化への需要増加など、企業のＩＴ投資は底堅く推移しました。

上記のような社会環境を鑑み、当社グループのコアビジネスであるＩＴ事業においても、ＩＴ導入サポートを中

心軸に、ＡＩの研究開発利用促進、特別な環境下でも業務を停滞させない高耐久仕様のパソコン開発、データ保全

ソリューション、オンライン保守サポート等、強みを活かした営業展開を図り、顧客増大と深耕を図りました。

全国26店舗を展開するパソコン専門店「アプライド」では、個人ユーザー及び地域の法人様向けのソリューショ

ン、専門性の追求による差別化を推し進めました。

大学、官公庁向けの販売を主体とするＳＩ営業は、引き続き高付加価値プライベートブランド製品及びサービス

の充実、ソリューション提案に注力しました。また、令和５年５月に仙台市、９月に高槻市に新拠点を開設し、商

圏拡大を図りました。

ＢｔｏＢ販売を中心とした特機営業では、対面での商談とオンライン商談の組み合わせにより、お取引先様との

密なコミュニケーションを図り、深耕営業の推進、顧客の囲い込みを強化しました。

化粧品・雑貨専門店「ハウズ」は九州と愛知に計６店舗を展開し、オリジナル商品の開発とグループのリソース

を活用したイベント開催を軸に、増客と収益性の向上に努めました。

出版・広告事業においては、福岡を拠点とする「株式会社シティ情報ふくおか」にて、出版事業のみならず、

ＳＮＳや動画等コンテンツ制作、行政・自治体事業、各種企画・運営など幅広く推進し、事業拡大を図りました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は195億80百万円（前年同期比19.2％増）、営業利益は

７億69百万円（前年同期比51.9％増）、経常利益は７億78百万円（前年同期比52.7％増）、親会社株主に帰属する

四半期純利益は５億25百万円（前年同期比63.2％増）となりました。

 

セグメントごとの売上高は次のとおりです。

①パソコン・ゲーム事業は、「ＡＩの日常化に挑戦する会社」直販型メーカーを目指し、高耐久・高信頼な産業用

マザーボードを採用した「業務を止めないＰＣシリーズ」等、業種別用途別に特化した法人向け製品ラインナッ

プを追加展開することで差別化を進め、新たな法人顧客を増やし、売上高は145億61百万円（前年同期比8.8％

増）となりました。

②化粧品・雑貨事業は、「ささやかな、幸せ感の創出」小さな感動が溢れる雑貨店を目指し、ひーな農園（自社農

園）・ハウズスクール・ハウズキッチンを活用した地域密着型販促によりプレミアム会員を増やし、加えて、卸

売販売が堅調に推移したことから、売上高は48億71百万円（前年同期比64.6％増）となりました。

③出版・広告事業は、「県内ダントツの情報発信基地」を目指し、タウン情報誌や企画本を発刊する出版事業に加

え、デジタルサイネージ広告、ＳＮＳ運用代行サービス、ＰＲ動画制作サービス、官公庁・自治体向けプロモー

ション企画など幅広い事業に取り組み、売上高は１億50百万円（前年同期比1.7％増）となりました。
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(2）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ５億１百万円減少し、164億27百万円

となりました。これは主に、現金及び預金が８億65百万円減少したためです。

負債の部は、前連結会計年度末に比べ８億69百万円減少し、66億51百万円となりました。これは主に、支払手形

及び買掛金が６億84百万円減少したためです。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ３億67百万円増加し、97億76百万円となりました。これは主に、親会社

株主に帰属する四半期純利益５億25百万円等により利益剰余金が３億63百万円増加したためです。

この結果、自己資本比率は、59.0％となりました。

 

(3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、３億62百万円となりまし

た。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は、次のとおりです。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果減少した資金は、２億66百万円（前年同期は５億49百万円の増加）となりました。これは主に、

税金等調整前四半期純利益７億78百万円で資金が増加し、棚卸資産の増加３億99百万円及び仕入債務の減少６億84

百万円で資金が減少したためです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果減少した資金は、３億98百万円（前年同期比13.9％増）となりました。これは主に、定期預金の

増加１億89百万円及び有形固定資産の取得による支出２億13百万円で資金が減少したためです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果減少した資金は、３億89百万円（前年同期比17.2％減）となりました。これは主に、長期借入金

の約定返済による支出２億27百万円及び配当金の支払１億62百万円で資金が減少したためです。

 

(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

 

(5）研究開発活動

該当事項はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 5,400,000

計 5,400,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（令和５年９月30日）

提出日現在発行数（株）
 

（令和５年11月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 2,703,200 2,703,200
東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数

100株

計 2,703,200 2,703,200 - -

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株）

発行済株式
総数残高
(株）

資本金
増減額

（百万円）

資本金
残高

（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

令和５年７月１日～

令和５年９月30日
- 2,703,200 - 381 - 403
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（５）【大株主の状況】

  令和５年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

㈱ パム 福岡市博多区東比恵３-３-１ 1,246,000 46.10

㈱ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１-６-１ 147,388 5.45

アプライド従業員持株会 福岡市博多区東比恵３-３-１ 104,540 3.87

内藤　征吾 東京都中央区 80,500 2.98

岡　義治 福岡市西区 80,000 2.96

岡　美和子 福岡市西区 80,000 2.96

㈱西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前３-１-１ 67,200 2.49

若杉　精三郎 大分県別府市 31,200 1.15

坂井　雅実 福岡市博多区 23,600 0.87

上田八木短資㈱ 大阪市中央区高麗橋２-４-２ 23,500 0.87

計 ― 1,883,928 69.70
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    令和５年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 100

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,701,100 27,011 －

単元未満株式 普通株式 2,000 － －

発行済株式総数  2,703,200 － －

総株主の議決権  － 27,011 －

 

②【自己株式等】

    令和５年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

アプライド株式会社
福岡市博多区東比恵

３-３-１
100 - 100 0.00

計 ― 100 - 100 0.00

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（令和５年７月１日から

令和５年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（令和５年４月１日から令和５年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(令和５年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(令和５年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,255 2,390

受取手形及び売掛金 6,348 6,310

商品及び製品 1,295 1,647

仕掛品 0 19

原材料及び貯蔵品 53 81

その他 90 100

貸倒引当金 △78 △89

流動資産合計 10,965 10,458

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,102 2,091

土地 2,361 2,488

建設仮勘定 2 0

その他（純額） 178 178

有形固定資産合計 4,645 4,759

無形固定資産 19 18

投資その他の資産   

敷金及び保証金 582 577

その他 716 614

投資その他の資産合計 1,299 1,191

固定資産合計 5,963 5,969

資産合計 16,929 16,427
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(令和５年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(令和５年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,219 2,534

１年内返済予定の長期借入金 411 345

未払法人税等 84 180

契約負債 1,753 1,785

賞与引当金 182 200

その他 787 688

流動負債合計 6,438 5,735

固定負債   

長期借入金 652 491

長期未払金 422 416

その他 7 7

固定負債合計 1,082 915

負債合計 7,520 6,651

純資産の部   

株主資本   

資本金 381 381

資本剰余金 909 909

利益剰余金 8,031 8,394

自己株式 △0 △0

株主資本合計 9,322 9,685

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △0 △0

その他の包括利益累計額合計 △0 △0

非支配株主持分 87 91

純資産合計 9,408 9,776

負債純資産合計 16,929 16,427
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　令和４年４月１日
　至　令和４年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　令和５年４月１日
　至　令和５年９月30日)

売上高 16,423 19,580

売上原価 12,517 15,074

売上総利益 3,906 4,505

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 411 427

給料及び手当 1,041 1,065

賞与引当金繰入額 185 186

賃借料 395 400

その他 1,364 1,656

販売費及び一般管理費合計 3,399 3,736

営業利益 506 769

営業外収益   

受取利息 0 0

受取手数料 3 2

受取賃貸料 8 7

協賛金収入 0 2

その他 2 3

営業外収益合計 14 16

営業外費用   

支払利息 3 2

為替差損 7 4

その他 0 0

営業外費用合計 11 7

経常利益 510 778

税金等調整前四半期純利益 510 778

法人税、住民税及び事業税 22 148

法人税等調整額 161 101

法人税等合計 183 249

四半期純利益 326 529

非支配株主に帰属する四半期純利益 4 4

親会社株主に帰属する四半期純利益 322 525
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　令和４年４月１日
　至　令和４年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　令和５年４月１日
　至　令和５年９月30日)

四半期純利益 326 529

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1 0

その他の包括利益合計 △1 0

四半期包括利益 325 529

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 320 525

非支配株主に係る四半期包括利益 4 4
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　令和４年４月１日
　至　令和４年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　令和５年４月１日
　至　令和５年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 510 778

減価償却費 93 95

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9 11

賞与引当金の増減額（△は減少） 12 18

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 3 2

売上債権の増減額（△は増加） 692 38

棚卸資産の増減額（△は増加） △634 △399

未収消費税等の増減額（△は増加） 506 △15

仕入債務の増減額（△は減少） △448 △684

契約負債の増減額（△は減少） 129 32

長期未払金の増減額（△は減少） △0 △5

その他 △17 △75

小計 857 △204

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △3 △2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △303 △60

営業活動によるキャッシュ・フロー 549 △266

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △198 △189

有形固定資産の取得による支出 △128 △213

無形固定資産の取得による支出 △8 △0

敷金及び保証金の差入による支出 △18 △0

敷金及び保証金の回収による収入 3 4

その他 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △349 △398

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △294 △227

リース債務の返済による支出 △0 △0

配当金の支払額 △175 △162

財務活動によるキャッシュ・フロー △470 △389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △270 △1,054

現金及び現金同等物の期首残高 1,066 1,416

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 796 ※ 362
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

受取手形裏書譲渡高

 
　前連結会計年度

（令和５年３月31日）
　当第２四半期連結会計期間

（令和５年９月30日）

受取手形裏書譲渡高 0百万円 0百万円

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は以下のとお

りであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 令和５年４月１日
至 令和５年９月30日）

現金及び預金勘定 2,437百万円 2,390百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,641 △2,028

現金及び現金同等物 796 362
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（株主資本等関係）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 令和４年４月１日 至 令和４年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

令和４年６月29日

定時株主総会
普通株式 175 65 令和４年３月31日 令和４年６月30日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

令和４年11月14日

取締役会
普通株式 54 20 令和４年９月30日 令和４年12月７日 利益剰余金

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 令和５年４月１日 至 令和５年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

令和５年６月29日

定時株主総会
普通株式 162 60 令和５年３月31日 令和５年６月30日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

令和５年11月14日

取締役会
普通株式 54 20 令和５年９月30日 令和５年12月６日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 令和４年４月１日 至 令和４年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
(注)１

合計
(注)２ 

パソコン・
ゲーム事業

化粧品・
雑貨事業

出版・
広告事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 13,328 2,948 145 16,423 － 16,423

セグメント間の内部

売上高又は振替高
49 11 1 62 △62 －

計 13,378 2,959 147 16,485 △62 16,423

セグメント利益又は損失（△） 475 △29 22 468 38 506

（注）１. セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去38百万円であります。

２. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。

 

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 令和５年４月１日 至 令和５年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
(注)１

合計
(注)２ 

パソコン・
ゲーム事業

化粧品・
雑貨事業

出版・
広告事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 14,561 4,871 148 19,580 - 19,580

セグメント間の内部

売上高又は振替高
0 - 1 2 △2 -

計 14,561 4,871 150 19,583 △2 19,580

セグメント利益又は損失（△） 691 △23 19 686 82 769

（注）１. セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去82百万円であります。

２. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自 令和４年４月１日 至 令和４年９月30日）

   （単位：百万円）

 報告セグメント

合計
 パソコン・ゲーム事業 化粧品・雑貨事業 出版・広告事業

製品 1,314 - 11 1,326

商品 9,718 2,927 - 12,645

サービス 2,295 21 134 2,451

外部顧客への売上高 13,328 2,948 145 16,423

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自 令和５年４月１日 至 令和５年９月30日）

   （単位：百万円）

 報告セグメント

合計
 パソコン・ゲーム事業 化粧品・雑貨事業 出版・広告事業

製品 1,497 - 8 1,506

商品 10,364 4,842 - 15,207

サービス 2,699 28 139 2,867

外部顧客への売上高 14,561 4,871 148 19,580

 

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 令和５年４月１日
至 令和５年９月30日）

１株当たり四半期純利益 119円19銭 194円49銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） 322 525

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益

（百万円）
322 525

普通株式の期中平均株式数（株） 2,703,078 2,703,078

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【その他】

 第42期（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）の中間配当については、令和５年11月14日開催の取締役会

において、令和５年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを

決議いたしました。

① 中間配当の総額                           54百万円

② １株当たり中間配当額                     20円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日     令和５年12月６日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

アプライド株式会社(E03472)

四半期報告書

19/21



 

 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

令和５年11月14日

ア　プ　ラ　イ　ド　株　式　会　社

  　取 　締 　役　 会　　　　御　 中

 

 有限責任監査法人 ト ー マ ツ

 　　 福   岡   事   務   所

 

 指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員

 
 

 公認会計士

 
濵    村       正    治

 指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員

 
 

 公認会計士

 
久    原       明    夫

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアプライド株式会

社の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間（令和5年7月1日から令和5年9月30

日まで）及び第2四半期連結累計期間（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、

四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び

注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アプライド株式会社及び連結子会社の令和5年9月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

 

（注）１. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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